
【　株式会社吉川工務店　行動計画 (次世代育成支援対策推進法）】

計画期間 令和４年１月１日～令和６年３月３１日

<対策>
　〇 　 令和４年１月～   ノー残業デーを浸透させ確実に実施できるよう

周知していく
　〇　 令和４年４月～　　 全社員の所定労働時間を的確に把握し、所定外

労働の多い社員に個別に働きかけを行う

【　株式会社吉川工務店　行動計画 (女性活躍推進法）】　

女性が少ない建設業界でも、女性が活躍できる環境を整えるために、
次の通り行動計画を策定する

計画期間 令和４年１月１日～令和６年３月３１日

<対策>
〇 令和４年１月～   現在の当社の職場における女性の働きやすさの現状を

把握する
〇 令和４年４月～　　 女性が働きやすい環境にし、安心して働ける職場を

PRできるよう検討　実施

【女性活躍に関する情報公開　】令和４年1月

〇 労働者に占める男性・女性の割合

〈職種〉　　　　　　　　　〈男性〉　　　　〈女性〉

・技術職　　　　　　　　　　96％　　　　　　 4％

・営業・事務職　他　　　　　28％　　　　　　72％

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の
整備を行うために次のように行動計画を策定する

目標１： 社員の月平均残業時間を１時間以上削減する。

目標1：　女性社員が働きやすい環境を作り、女性社員を現人員の1割増員する。


